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市第30号議案 

   有料道路に係る許可事項の変更 

 次のように有料道路に係る許可事項の一部を変更することについ

て、国土交通大臣に許可申請するものとする。 

   平成22年６月11日提出 

                 横浜市長 林   文 子  

１ 有料道路名 

  横浜ベイブリッジ歩行者道 

２ 変更する許可事項 

 (1)  路線名 

   「市道生麦方面スカイ・ウォーク」を「市道スカイ・ウォー 

ク」に変更する。 

 (2)  料金の徴収期間 

   「供用開始の日から25年間」を「供用開始の日から平成22年 

９月30日まで」に変更する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜ベイブリッジ歩行者道について、路線名及び料金の徴収期間

を変更したいので、道路整備特別措置法第18条第４項の規定により

提案する。 
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 参  考  

   許 可 書 （ 昭 和 61 年 11 月 ５ 日 建 設 省 神 道 有 発 第 15 号 ） に お 

け る 許 可 事 項 （ 抜 粋 ） 

１  路 線 名 及 び 工 事 の 区 間 

 イ  路 線 名  市 道 生 麦 方 面 ス カ イ ・ ウ ォ ー ク 

   （ ロ 、 ハ 、 ２ か ら ６ ま で 省 略 ） 

７  料 金 の 徴 収 期 間  供 用 開 始 の 日 か ら 25 年 間 

   （ ８ 省 略 ） 

 

   道 路 整 備 特 別 措 置 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 有 料 道 路 管 理 者 の 行 う 道 路 の 新 設 又 は 改 築 ） 

第 18 条  道 路 管 理 者 （ 都 道 府 県 道 又 は 市 町 村 道 の 道 路 管 理 者 に 限 る 

 。 次 項 及 び 第 ４ 項 に お い て 同 じ 。） は 、 道 路 の 新 設 又 は 改 築 に 要 

 す る 費 用 の 全 部 又 は 一 部 が 償 還 を 要 す る も の で あ り 、 か つ 、 高 速 

 道 路 以 外 の 道 路 に あ っ て は 当 該 道 路 の 通 行 者 又 は 利 用 者 が そ の 通 

 行 又 は 利 用 に よ り 著 し く 利 益 を 受 け る も の で あ る 場 合 に 限 り 、 国 

 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 受 け て 、 当 該 道 路 を 新 設 し 、 又 は 改 築 し て 、 

 料 金 を 徴 収 す る こ と が で き る 。 

２  道 路 管 理 者 は 、 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 あ ら か じ 

 め 、 道 路 管 理 者 で あ る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 た 上 、 設 計 

 図 そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 書 面 を 添 付 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 

 を 記 載 し た 申 請 書 を 国 土 交 通 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 (1)  路 線 名 及 び 工 事 の 区 間 

 (2)  工 事 方 法 及 び 工 事 予 算 

 (3)  工 事 の 着 手 及 び 完 成 の 予 定 年 月 日 
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 (4)  収 支 予 算 の 明 細 

 (5)  料 金 

 (6)  料 金 の 徴 収 期 間 

   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

４  第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 道 路 管 理 者 （ 以 下 「 有 料 道 路 管 理 者 」 と 

 い う 。） は 、 同 項 の 許 可 を 受 け た 後 、 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 ５ 号 又 は 

 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は あ ら か じ め 有 料 道 

 路 管 理 者 で あ る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 た 上 国 土 交 通 大 臣 

 の 許 可 を 受 け 、 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き 

 （ 同 項 第 １ 号 、 第 ５ 号 又 は 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 項 を 併 せ て 変 更 し よ 

 う と す る と き を 除 く 。） は 国 土 交 通 大 臣 に 協 議 し な け れ ば な ら な 

 い 。 

（ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

 


